
普天間飛行場代替施設のキャンプ・シュワブ陸上案の 

検討に反対する抗議決議 

 

 

普天間飛行場移設問題について、平成 8 年の SACO 最終報告の中で普天間飛行場の全面
返還が日米間で合意されて以来、移設に係る様々な計画や方針が提起される中、地元久辺三

区を含め名護市及び周辺地域は、市政の重要課題として同問題に対峙してきた。 

名護市は、普天間飛行場周辺地域・住民への危険性の除去の原点に立ち、その必要性を認

識したうえで、キャンプ・シュワブの基地に隣接する地元三区の住民に対し誠意をもって説

明をし、これまで 13年間、沖縄県並びに地元の方々とともに検討を重ねてきたところであ
る。 

去る 3 月 3 日に国民新党は議員総会において、キャンプ・シュワブ陸上案を一つの案と
して、沖縄基地問題検討委員会への提示を決定したと、翌 4日の県内各紙で報道された。 
そもそも、普天間飛行場代替施設の協議のスタートは、同飛行場が住宅密集地の中心に位

置することによる地域住民等への危険性除去が目的だったにもかかわらず、今回、国民新党

が提案決定したキャンプ・シュワブ陸上案は、これまでの移設案よりも住宅地域に近接する

ことになり、単に、普天間飛行場の航空機騒音や危険性をそっくりそのまま、名護市に移し

ただけのものであり、我々がこれまで基地被害を訴え、陸上地域へのヘリポート施設等の計

画等に反対してきた願意までも無視するものであり、言語道断である。 

キャンプ・シュワブ陸上案は、久辺地域及び名護市民の安全と安心して暮らす生活環境の

みならず、国立沖縄工業高等専門学校や地元小中学校等の教育環境までをも破壊するもので

あり、断じて許されるものではない。 

 よって名護市議会は、市民の人権と生命・財産を守る立場から、キャンプ・シュワブ陸上

案に断固として反対を表明し、抗議するとともに、沖縄基地問題検討委員会への提示決定の

撤回を強く求める。 
 

 以上、決議する。 
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